
応
募
票

氏名 年齢

歳

保護者署名

応募する部門にチェックを入れてください。 作品名

TEL       　ー 　      　ー

住所

ここで切り取ってください

〒　　　　ー

関川部門　　姫川部門

関川・姫川直轄改修50周年記念事業

どなたでも応募できます（18才未満または高校生までの方/保護者の同意が必要）
※いずれもアマチュアに限ります。

関川部門・姫川部門

プリントまたはデジタル（カラー、モノクロ自由）。ひとり何点でも応募可（未発表作品に限ります）
※人物の肖像権は応募者の責任で承諾を得てください。　※合成写真、組写真は不可。
※入賞者は入賞作品の原版（ポジ、ネガ、デジタルデータ）を提出していただきます。

2018年（平成30年）8月 ～ 2019年7月（7月末〆切）

最優秀賞／各部門1点、商品券2万円　優秀賞／各部門1点、商品券1万円
特 別 賞／各部門2点、商品券5千円　入　選／各部門5点、商品券3千円

審査員／実行委員会委員等で構成
審査基準／①テーマに沿っている　②川への親しみや共感を感じる　③作品として優れている など

応募票に必要事項を記入し、作品とともに下記応募先へ送付してください。なお、作品1点につき応募票を1枚
添付してください。mailでの応募の場合は、応募票の必要事項をメール本文に記載のうえ、画像ファイル（TIFF
形式／5MB以内）を添付してお送りください。

入賞作品の著作権は本人に帰属しますが、本事業等において無償で使用させていただくことをご了承ください。
入賞作品は、本事業に関するホームページでの掲載、展覧会での掲示、印刷物等での使用を行います。

応募作品の返却はいたしません。

2019年10月下旬　①入賞者に通知　②公式ホームページ（http://www.hrr.mlit.go.jp/takada/50nenjigyou/）に掲載

表彰式／2019年11月開催予定のシンポジウムで、最優秀賞、優秀賞、特別賞受賞者を
対象に行います。表彰対象者には、事前に主催者より連絡いたします。
（関川部門：高田公園オーレンプラザを予定、姫川部門：糸魚川市民会館を予定）

ふるさとを流れる関川・姫川。それは、私たちのくらしに豊かな恵みをもたらしてくれる大切なものです。
そんな「関川・姫川のある風景」をテーマに、関川・姫川の自然や風景、生きもの、くらし、イベントなど、
関川・姫川流域の「川を題材とした」写真作品を募集します。
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関川・姫川直轄改修50周年記念事業実行委員会事務局（国土交通省高田河川国道事務所 調査第一課）
新潟県上越市南新町3番56号　tel.025-521-4540　fax.番号025-522-3866　mail.takada-river@hrr.mlit.go.jp

作品の応募先
お問い合わせ先




